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川辺川の河川改修を求める意見書提出
　川辺川は今年も国土交通省の調査で水質日本一の清流と認められ、平成19年から６年
連続で認定されました。清流川辺川は相良村民の誇りであり心のよりどころでもありま
す。この清流川辺川を未来へ手渡すのは相良村民の責務であると考えております。
　国及び熊本県は「ダムによらない治水対策を求める」方針を示されました。
　しかしながら、川辺川は度重なる洪水を招き、特に今年の７月12日の豪雨による洪水
災害では、家屋の床上、床下浸水や60haにおよぶ水田が冠水や流失に見舞われ甚大な
被害を与えました。
　また、村内の国道、県道、村道、農道等の道路網も冠水、路肩の崩壊等で寸断され日
常生活に多大な支障をきたしました。
　その後、国に於いては、未だ具体的な対策が取られていない所が多々ありますので、国・
熊本県におかれましては河川整備基本方針、河川整備計画等に基づき、川辺川流域住民
が安心して生活できるよう一刻も早い治水対策を実現することを要望致します。

記

１．堆積砂利掘削を恒常的に実施すること。
２．堤防の修復及び嵩上げをすること。
３．冠水常襲地帯を解消すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
　平成24年11月６日

熊本県球磨郡相良村議会

　それぞれの議員が地元の意向を述べた。
　出席議員８名　　小善議長、茂吉副議長、友田、中村、市岡、高岡、黒木、吉松
　欠席者議員３名　西本、堀川、横山

県土木部幹部との意見交換 県土木部上谷総括審議員（国土交通省から派遣）に手渡す
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　熊本地方裁判所平成 22 年（ワ）第 327 号損害賠償請求事件（平成 24 年９月 12 日判
決言渡）により相良村支払義務が認められた国家賠償法第１条第１項による損害賠償元
金、同遅延損害金、訴訟費用および相良村が訴訟代理人として野口敏夫弁護士に対して
支出した、当事件に関する全ての裁判費用について国家賠償法第１条２項により不法行
為を行った公務員である德田正臣氏に対して求償するべき決議

（１）本件判決において、相良村に対し議決事項記載の金員を同社に対し支払うこと
が命じられた。同判決は確定したので、相良村としてはこの金額を支払わざるを
得ない（もし、支払わなければ、強制執行を受けることとなる）。

（２）ところで、本件判決が認定する、相良村が同社に対して損害賠償義務を負う法
的根拠は国家賠償法第 1条第 1項であり、また、同法の不法行為を構成する事実
は、相良村長德田正臣氏が、職務を行なうにあたり、違法に、同社に対して相良
村発注公共工事の指名外し行為をした、という事実である。

（３）即ち、本件判決で認定されたのは、德田正臣氏がその職務を行なうについて、
故意に同社に対する違法行為を行なったという事実であるから、相良村は国家賠
償法第 1条第 2項により、負担した損害賠償金を不法行為を行なった公務員であ
る德田正臣氏に対して求償するべきである。

（４）および相良村が訴訟代理人として野口敏夫弁護士に対して支出した、当事件に
関する全ての裁判費用についても直接関連する費用であり相良村に対して不当な
支出を行なわせた。

平成 24 年 10 月９日
相良村議会

内容
　損害賠償請求事件に係わる弁護士訴訟委任委託料 76万5,000円
　損害賠償請求事件に係わる損害賠償金 642万円
　損害賠償請求事件に係わる遅延損害金 72万3,000円
　損害賠償請求事件に係わる訴訟費用 2万9,000円

　　合　　　計 793万7,000円

10月９日　臨時議会
不法行為を行った德田正臣氏に対して

求償（村の損害を村長個人に求める）するべき決議可決

10月26日　臨時議会
損害賠償にともなう補正予算可決
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報
告
第
２
号　

平
成
23
年
度
株

式
会
社
さ
が
ら
経
営
状
況
報
告

に
つ
い
て

報
告
第
３
号　

健
全
化
判
断
比

率
の
報
告
に
つ
い
て 

報
告
第
４
号　

資
金
不
足
比
率

の
報
告
に
つ
い
て 

認
定
第
１
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
35
億
６
３
７
万
９
千
円
、歳

出
32
億
５
，４
５
８
万
４
千
円
、翌
年

度
繰
越
事
業
分
２
３
５
万
円
、実
質

収
支
額
２
億
４
，９
４
４
万
５
千
円
。

（
基
金
）

　

財
政
調
整
基
金
８
億
１
，０
７
７

万
６
千
円
、減
債
基
金
５
，１
４
７
万

円
、奨
学
基
金
８
７
７
万
２
千
円
、福

祉
基
金
１
億
７
，３
９
５
万
７
千
円
、

土
地
開
発
基
金
８
，１
３
３
万
２
千

円
、相
良
村
土
地
改
良
事
業
基
金
４
，

３
６
２
万
９
千
円
、国
民
健
康
保
険

給
付
基
金
１
億
４
，４
１
６
万
４
千

円
、介
護
従
事
者
処
遇
改
善
臨
時
特

例
基
金
０
千
円
、相
良
村
地
域
振
興

基
金
２
３
０
万
１
千
円
、相
良
村
住

民
生
活
に
光
を
そ
そ
ぐ
基
金
３
９
８

万
１
千
円
、相
良
村
介
護
給
付
費
準

備
基
金
１
，０
０
０
万
円
。

（
債
権
）

　

奨
学
基
金
貸
付
金
３
，７
５
８
万

７
千
円

以
上
の
と
お
り
で
あ
っ
た
の
で
認
定

し
た
。

認
定
第
２
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て 
【
原
案
認
定
】

　

歳
入
６
億
８
，１
０
８
万
６
千
円
、

歳
出
６
億
３
，１
５
４
万
円
、実
質
収

支
額
４
，９
５
４
万
６
千
円
、国
民
健

康
保
険
税
の
収
入
未
済
額
は
７
，１

５
９
万
８
千
円
、一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
３
，５
４
０
万
４
千
円
、基
金
繰

入
金
０
千
円
と
な
っ
て
い
る
が
認
定

し
た
。

認
定
第
３
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
簡
易
水
道
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
１
億
４
，９
２
２
万
３
千
円
、

歳
出
１
億
４
，７
４
２
万
４
千
円
、実

質
収
支
額
１
７
９
万
９
千
円
で
使
用

料
の
収
入
未
済
額
が
５
８
１
万
１
千

円
、一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
８
，９

８
３
万
８
千
円
と
な
っ
て
い
る
が
認

定
し
た
。

認
定
第
４
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
農
業
集
落
排
水
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
２
億
４
，７
３
７
万
８
千
円
、

歳
出
２
億
４
，２
５
７
万
２
千
円
、実

質
収
支
額
４
８
０
万
６
千
円
で
分

担
金
の
収
入
未
済
額
５
２
６
万
４
千

円
、使
用
料
の
収
入
未
済
額
１
５
３

万
３
千
円
、一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

２
億
９
０
４
万
５
千
円
と
な
っ
て
い

る
が
認
定
し
た
。

認
定
第
５
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
総
合
研
究
所
分
収
造
林
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
５
３
４
万
円
、歳
出
５
１
７

万
７
千
円
、実
質
収
支
額
16
万
３
千

円
と
な
っ
て
い
る
が
認
定
し
た
。

認
定
第
６
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
６
億
５
，３
１
７
万
８
千
円
、

歳
出
６
億
２
，５
７
６
万
３
千
円
、実

質
収
支
額
２
，７
４
１
万
５
千
円
、保

険
料
の
収
入
未
済
額
は
２
５
１
万
８

千
円
、一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
８
，

９
８
４
万
９
千
円
、基
金
繰
入
金
１

３
０
万
１
千
円
と
な
っ
て
い
る
が
認

定
し
た
。

認
定
第
７
号　

平
成
23
年
度
相

良
村
後
期
高
齢
者
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て  

 

【
原
案
認
定
】

　

歳
入
４
５
７
万
５
千
円
、歳
出
４
，

５
３
６
万
７
千
円
、実
質
収
支
額
38

万
３
千
円
、保
険
料
の
収
入
未
済
額

は
21
万
４
千
円
、一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
１
，８
２
８
万
９
千
円
と
な
っ
て

い
る
が
認
定
し
た
。

　

監
査
報
告（
代
表
監
査
委
員
富
尾

鐵
守
氏
）

　

平
成
23
年
度
決
算
に
つ
い
て
、10

日
間
に
渡
り
関
係
帳
簿
及
び
収
入
支

出
証
拠
書
類
並
び
に
証
書
等
を
審
査

し
た
結
果
、決
算
計
数
は
関
係
帳
簿

①川辺川の河川改修を求める意見書　　可決

②損害賠償請求事件（確定）による不法行為を
　行った徳田正臣氏に対して求償すべき決議　可決

平
成
24
年
第
７
回
定
例
会

（
平
成
24
年
９
月
11
日
〜
19
日
）
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と
符
合
し
て
居
り
、違
法
な
点
は
見

受
け
ら
れ
ず
決
算
は
適
法
で
あ
る
と

の
報
告
。

　

補
足
説
明（
議
会
選
出
監
査
委
員

横
山
良
継
氏
）

　

地
方
交
付
税
が
19
億
円
と
従
来

よ
り
多
い
割
に
は
、投
機
的
支
出
が

少
な
い
、不
用
額
が
あ
ま
り
に
も
多

い
、村
税
と
国
保
税
を
合
わ
せ
た
徴

収
額
が
県
下
で
最
下
位
、村
有
地
の

筆
か
え
未
定
地
が
あ
る
。

議
案
第
43
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５

号
） 

【
原
案
可
決
】

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
億
５
，５

１
７
万
２
千
円
を
追
加
し
、総
額
32

億
９
，９
８
３
万
７
千
円
と
す
る
補

正
。

　

歳
入
で
は
地
方
交
付
税
、４
，７
８

３
万
１
千
円
、国
庫
補
助
金
、１
億

５
，４
５
２
万
８
千
円
、県
支
出
金
２
，

７
４
４
万
８
千
円
、繰
越
金
１
億
１
，

９
７
９
万
５
千
円
、村
債
５
，０
４
０

万
円
。

　

歳
出
で
は
財
政
調
整
基
金
へ
６
，

０
０
０
万
円
、く
ま
川
鉄
道
経
営
安

定
化
補
助
金
２
２
４
万
３
千
円
、介

護
予
防
拠
点
整
備
補
助
金
１
，５
０

０
万
円
、人
吉
球
磨
広
域
行
政
組
合

負
担
金
６
１
７
万
円
、地
域
営
農
組

織
の
経
営
強
化
及
び
法
人
会
支
援

１
３
３
万
７
千
円
、中
山
間
地
域
直

接
支
払
事
業
補
助
金
２
８
１
万
９
千

円
、実
地
区
排
水
路
整
備
工
事
、村

道
上
三
石
井
沢
改
良・村
道
前
田
松

馬
場
線
改
良・村
道
野
原
椎
葉
線
災

害
復
旧・林
道
相
良
五
木
線
災
害
復

旧・農
地
災
害
復
旧
工
事
等
２
億
４
，

６
３
８
万
２
千
円
、間
伐
等
森
林
整

備
促
進
対
策
事
業
、永
谷
団
地
解
体

工
事
、小
中
学
校
用
電
子
黒
板
購
入

等
に
充
て
る
補
正
。採
決
の
結
果
、議

員
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
。

議
案
第
44
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
１
号
） 

 
 

【
原
案
可
決
】

　

保
険
給
付
費
７
３
２
万
２
千
円
増

額
す
る
た
め
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７

３
２
万
２
千
円
追
加
し
、総
額
6
億

５
，８
３
２
万
２
千
円
と
す
る
補
正
。

採
決
の
結
果
、議
員
全
員
賛
成
で
原

案
可
決
。

議
案
第
45
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正

予
算（
２
号
） 

【
原
案
可
決
】

　

職
員
の
人
事
移
動
に
伴
い
、歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
６
２
万
７
千
円
追

加
し
、総
額
１
億
２
，２
８
１
万
８
千

円
と
す
る
補
正
。採
決
の
結
果
、議

員
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
。

議
案
第
46
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
農
業
集
落
排
水
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
） 

 
 

【
原
案
可
決
】

　

職
員
の
人
事
移
動
に
伴
い
、歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
６
万
７
千
円
追

加
し
、総
額
2
億
６
，０
６
３
万
５
千

円
と
す
る
補
正
。採
決
の
結
果
、議

員
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
。

議
案
第
47
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
森
林
総
合
研
究
所
分
収
造

林
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２

号
） 

【
原
案
可
決
】

　

間
伐
事
業
に
よ
り
、歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
３
５
６
万
２
千
円
追
加
し
、

総
額
５
４
３
万
２
千
円
と
す
る
補

正
。採
決
の
結
果
、議
員
全
員
賛
成

で
原
案
可
決
。

議
案
第
48
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
２
号
） 

【
原
案
可
決
】

　

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
２
，

０
１
３
万
３
千
円
、基
金
積
立
金
５

５
８
万
円
、償
還
金
及
び
還
付
加
算

金
１
，０
４
４
万
８
千
円
増
額
す
る

た
め
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，７
１

４
万
１
千
円
追
加
し
、総
額
６
億
６
，

０
８
５
万
６
千
円
と
す
る
補
正
。採

決
の
結
果
、議
員
全
員
賛
成
で
原
案

可
決
。

議
案
第
49
号　

平
成
24
年
度
相

良
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
２
号
） 

 
 

【
原
案
可
決
】

　

被
保
険
者
保
険
料
負
担
金
を
増

額
す
る
事
に
よ
り
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
38
万
２
千
円
追
加
し
、総
額
５
，０

１
３
万
２
千
円
と
す
る
補
正
。採
決

の
結
果
、議
員
全
員
賛
成
で
原
案
可

決
。

議
案
第
50
号　

人
吉
球
磨
広
域

行
政
組
合
規
約
の
一
部
変
更
に

つ
い
て 

【
原
案
可
決
】

　

組
合
事
務
所
を
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ

ス
か
ら
中
神
町
に
変
更
す
る
も
の
で

あ
る
。採
決
の
結
果
、議
員
全
員
賛

成
で
原
案
可
決
。

発
議
第
５
号　

地
球
温
暖
化
対

策
に
関
す
る「
地
方
財
源
を
確

保・充
実
す
る
仕
組
み
」の
構
築

を
求
め
る
意
見
書 【
原
案
可
決
】

発
議
第
６
号　

川
辺
川
の
河
川

改
修
を
求
め
る
意
見 

 
 

【
原
案
可
決
】

こんなことが決まりました　　　
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代
、
茂
吉
隆
典
）

反
対
議
員
（
西
本
巳
喜
男
、
市

岡
智
惠
、
友
田
政
春
）

棄
権
議
員
（
堀
川
金
泰
）

欠
席
議
員
（
高
岡
重
盛
）

　

提
出
者
友
田
政
春
議
員
、賛

成
者
中
村
重
道
、吉
松
美
代
議

員
か
ら
提
出
さ
れ
た
。

提
案
理
由

　

川
辺
川
は
、幾
度
と
な
く
洪
水

被
害
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
、特

に
今
年
７
月
の
豪
雨
災
害
で
は

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
、住
民
に

多
大
な
損
害
を
与
え
ま
し
た
。そ

の
管
理
者
で
あ
る
国・熊
本
県
に

早
急
な
治
水
対
策
を
講
じ
て
戴

く
よ
う
要
望
す
る
必
要
が
あ
る

と
の
主
旨
説
明
が
あ
り
、採
決
の

結
果
、議
員
全
員
が
賛
成
で
可
決

し
た
。

議
案
第
51
号　

訴
え
の
提

起
に
つ
い
て 

【
原
案
否
決
】

事
件
名　

損
害
賠
償
請
求
控
訴

事
件

事
件
内
容　

　

大
乗
技
建
日
本
株
式
会
社

（
当
時　

株
式
会
社
技
建
日

本
）は
、平
成
20
年
12
月
19
日
、

本
村
に
対
し
、平
成
20
年
度
以

降
、違
法
に
指
名
を
回
避
さ
れ
た

と
主
張
し
て
、国
家
賠
償
法
1

条
1
項
に
基
づ
き
、１
０
０
０
万

円
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
判
決

を
提
起
し
た（
原
告
株
式
会
社

技
建
日
本
、被
告
相
良
村
間
の
熊

本
地
方
裁
判
所
人
吉
支
部
平
成

20
年（
ワ
）第
１
５
０
号　

損
害

賠
償
請
求
事
件
。そ
の
後
、同
事

件
は
、熊
本
地
方
裁
判
所
本
庁

に
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

《
原
告
大
乗
技
建
日
本
株
式
会

社
、被
告
相
良
村
間
の
熊
本
地
方

裁
判
所
平
成
22
年（
ワ
）第
３
２

７
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
》。ま

た
、原
告
は
、平
成
23
年
7
月
1

日
付
で
請
求
の
趣
旨
の
変
更
申

立
て
を
し
、請
求
額
を
１
６
２
８

万
７
８
８
７
円
に
拡
張
し
た
。）

　

平
成
24
年
9
月
12
日
、被
告

（
本
村
）一
部
敗
訴
の
判
決
言
渡

が
な
さ
れ
た
の
で
、こ
れ
を
不
服

と
し
て
、福
岡
高
等
裁
判
所
に
控

訴
を
申
し
立
て
る
も
の
で
あ
る
。

　

採
決
の
結
果
、4
対
5
の
賛
成

少
数
で
原
案
否
決
。

賛
成
議
員（
西
本
巳
喜
男
、市
岡

智
惠
、高
岡
重
盛
、友
田
政
春
）

反
対
議
員（
黒
木
正
照
、中
村
重

道
、横
山
良
継
、吉
松
美
代
、茂

吉
隆
典
）

棄
権
議
員（
堀
川
金
泰
）

議
案
第
52
号　

平
成
24
年

度
相
良
村
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
6
号
） 

 
 

【
原
案
否
決
】

　

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
議

案
第
51
号
）
の
損
害
賠
償
請
求

控
訴
に
伴
う
弁
護
士
委
託
料
62

万
1
千
円
を
増
額
す
る
た
め
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
62
万
1
千
円

追
加
し
、
総
額
33
億
45
万
8
千

円
と
す
る
補
正
。

採
決
の
結
果
、
4
対
5
の
賛
成

少
数
で
原
案
否
決
。

賛
成
議
員
（
西
本
巳
喜
男
、
市

岡
智
惠
、
高
岡
重
盛
、
友
田
政

春
）

反
対
議
員
（
黒
木
正
照
、
中
村

重
道
、
横
山
良
継
、
吉
松
美

代
、
茂
吉
隆
典
）

棄
権
議
員
（
堀
川
金
泰
）

　

42
頁
に
及
ぶ
判
決
文
の
言
い

渡
し
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、

訴
訟
し
て
も
勝
訴
す
る
見
込
み

が
な
い
と
の
判
断
に
よ
り
。

議
案
第
53
号　

平
成
24
年

度
相
良
村
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
7
号
）

　

村
長
が
途
中
退
席
し
た
事
に

伴
い
審
議
未
了
と
な
り
廃
案
。

発
議
第
７
号　

熊
本
地
方

裁
判
所
平
成
22
年
（
ワ
）

第
３
２
７
号
損
害
倍
賞
請

求
事
件
（
平
成
24
年
9
月

12
日
判
決
言
渡
）
に
よ
り

相
良
村
支
払
義
務
が
認

め
ら
れ
た
国
家
賠
償
法
第

1
条
第
1
項
に
よ
る
損
害

賠
償
元
金
、
同
遅
延
損
害

金
、
訴
訟
費
用
お
よ
び
相

良
村
が
訴
訟
代
理
人
と
し

て
野
口
敏
夫
弁
護
士
に
対

し
て
支
出
し
た
、
当
事
件

に
関
す
る
全
て
の
裁
判
費

用
に
つ
い
て
国
家
賠
償
法

第
1
条
第
2
項
に
よ
り
不

法
行
為
を
行
っ
た
公
務
員

で
あ
る
德
田
正
臣
氏
に
対

し
て
求
償
す
る
べ
き
決
議

　

提
出
者
吉
松
美
代
議
員
、
賛

成
者
黒
木
正
照
、
中
村
重
道
議

員
か
ら
提
出
さ
れ
た
。

　

採
決
の
結
果
、
5
対
3
の
賛

成
多
数
で
原
案
可
決
。

賛
成
議
員
（
黒
木
正
照
、
中
村

重
道
、
横
山
良
継
、
吉
松
美

議
案
第
54
号　

平
成
24
年

度
相
良
村
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
８
号
） 

【
原
案
可
決
】

　

採
決
の
結
果
、議
員
全
員
賛
成

で
原
案
可
決
。

平
成
24
年
第
８
回
臨
時
会
（
平
成
24
年
10
月
９
日
）

《
お
わ
び
と
訂
正
》

　

13
号（
７
月
25
日
発
行
）の
議
案

第
30
号
平
成
24
年
度
相
良
村一般

会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）の
採
決

結
果
、横
山
良
継
議
員
は
反
対
で

あ
る
。

　

ま
た
、議
案
第
37
号
相
良
村
敬

老
祝
金
支
給
条
例
の
制
定
につい
て

は
、原
案
可
決
で
あ
る
。

平
成
24
年
第
９
回
臨
時
会

（
平
成
24
年
10
月
26
日
）
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徳島県松
まつ

茂
も

町議会議員来庁
　同議会議員のみなさんが11月９日

に新保勲議長はじめ11名の議員（定

数12名で１欠員）が来庁された。

　本村議会の小善議長が対応した。

　松茂町は、吉野川河口の三角州に

位置した平坦地で、徳島市と隣接し

ていて、人口は１万５千人で増加傾

向にあるが、海沿いの平坦地なので

地震対策が今後の重要な課題と言わ

れていた。

　先に宮崎県、鹿児島県内の町村を

研修され、本村に来られた目的とし

ては、本村が一昨年から導入した議

会のインターネット配信関係につい

ての研修が主な目的であり、内容に

ついて説明をし、その後、色々な質

問を受け、議会運営についても意見

交換を行った。

議場にてインターネット配信機器の説明

松茂町議会議員との研修会

役場西玄関前にて　松茂町議会議員と記念写真
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早
い
も
の
で
今
年
も
年
末
を
迎

え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
私
が

議
長
に
就
任
し
て
３
年
６
ヶ
月
に

な
り
ま
す
。
そ
の
間
定
例
会
14
回
、

臨
時
会
28
回
合
わ
せ
て
42
回
の
議

長
職
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
間
議
長
と
し
て
痛
切
に
感
じ
た

事
を
今
回
は
述
べ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

☆
議
決
権
に
つ
い
て

★
議
員
と
し
て
一
番
大
切
な
事
は

「
議
決
権
」
で
す
。
村
長
が
提

案
し
た
案
件
に
対
し
て
可
否
を

表
明
す
る
こ
と
が
議
会
の
最
も

重
要
な
使
命
で
あ
り
、
職
責
で

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
議
会
の
意
思
決
定

が
「
議
決
」
で
あ
り
、
議
会
の
権

限
の
中
で
最
も
本
質
的
、
基
本
的

な
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。「
議
決
」

と
は
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
議

員
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
議

会
の
構
成
員
で
あ
る
以
上
、
議
決

の
宣
告
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
、
成

立
し
た
議
決
に
従
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
議

決
し
た
事
項
は
、
議
員
を
拘
束
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
村
長
等
執
行

機
関
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
に
よ
っ

て
は
住
民
に
対
し
て
同
様
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
内
外
に
宣

明
さ
れ
た
相
良
村
の
意
思
に
な
る

わ
け
で
す
。

☆
観
音
橋
の
契
約
変
更
５
回
否
決

に
つ
い
て

　

議
会
議
員
も
知
ら
な
い
間
に

着
々
と
変
更
工
事
が
進
み
、
５
月

11
日
の
臨
時
議
会
開
催
時
に
は
、

ほ
ぼ
完
成
に
近
い
状
況
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
は
地
方
自
治
法
に
反

す
る
行
為
で
あ
り
、
議
員
は
反
対

す
る
の
が
当
然
と
考
え
る
。
１
，

２
４
４
万
５
５
３
円
の
変
更
額
の

大
き
さ
に
も
疑
問
を
感
じ
る
。
充

分
な
説
明
を
受
け
て
納
得
し
た
上

で
可
決
す
る
の
が
当
然
で
あ
っ
て

行
政
手
続
き
を
怠
っ
た
行
為
（
地

方
自
治
法
で
は
、
議
決
を
経
て

締
結
し
た
契
約
の
内
容
を
設
計
変

更
、
そ
の
他
の
理
由
で
変
更
す
る

場
合
は
、
必
ず
議
会
の
議
決
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
は
５
回
提

案
さ
れ
た
議
案
で
あ
っ
て
も
、
村

長
が
自
ら
反
省
し
議
会
に
痛
み
を

伴
う
謝
罪
（
他
の
町
村
が
実
施
を

し
て
い
る
よ
う
に
村
長
の
給
与
を

何
パ
ー
セ
ン
ト
か
カ
ッ
ト
し
て
謝

罪
す
る
条
例
等
を
提
出
す
る
）
の

気
持
ち
が
な
い
限
り
、
自
治
法
違

反
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

☆
議
会
運
営
委
員
会
の
権
限
に
つ

い
て

　

議
会
運
営
委
員
会
は
、
多
数
の

議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
議
会
を

円
滑
に
、
し
か
も
効
率
的
に
運
営

す
る
た
め
に
、
議
会
運
営
の
責
任

者
で
あ
る
議
長
の
諮
問
的
委
員
会

で
あ
る
。

　

議
会
運
営
委
員
会
で
決
定
さ
れ

た
結
果
に
つ
い
て
は
、
議
員
は
こ

れ
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
村
長

で
あ
っ
て
も
議
会
運
営
委
員
会
で

決
定
さ
れ
た
事
に
従
う
の
は
当
然

で
あ
る
。

☆
前
代
未
聞
、
弔
意
の
発
言
を
止

め
た
事
に
立
腹

　

議
案
は
審
議
未
了
の
ま
ま
、
村

長
自
ら
退
席
。
10
月
29
日
臨
時
議

会
で
は
、
相
良
村
が
業
者
か
ら
入

小善　満子議長

議
長
の
報
告

議
長
の
報
告
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札
指
名
外
し
の
件
で
、
訴
え
ら
れ

て
い
た
裁
判
で
、
相
良
村
に
損
害

賠
償
請
求
の
支
払
い
義
務
が
生
じ

た
裁
判
の
判
決
に
よ
り
、
国
家
賠

償
法
や
第
１
条
第
1
項
に
よ
る
損

害
賠
償
金
、
弁
護
士
訴
訟
委
任
委

託
料
等
の
補
正
予
算
で
あ
っ
た
。

　

議
場
で
元
村
長
の
弔
意
を
述
べ

た
い
申
し
入
れ
を
議
会
運
営
委
員

会
で
、
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
７

日
村
民
体
育
祭
、
８
日
葬
儀
に
弔

意
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
し
、
遺
族

で
あ
る
高
岡
議
員
も
欠
席
な
の
で

今
回
は
お
断
り
す
る
事
に
決
定
。

村
長
に
も
そ
の
旨
知
ら
せ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弔
意
を
述
べ

始
め
た
の
で
発
言
を
止
め
た
。
村

長
の
約
束
を
守
ら
な
い
発
言
に

よ
っ
て
議
場
は
混
乱
し
た
。

★
10
月
26
日
臨
時
議
会
で
提
案
理

由
の
前
に
議
会
運
営
委
員
会
で

諮
っ
た
通
り
、
元
村
長
高
岡
隆

盛
氏
へ
の
弔
意
を
述
べ
ら
れ

た
。
10
月
９
日
の
審
議
未
了
の

補
正
予
算
も
可
決
さ
れ
た
。

☆
議
会
議
員
研
修
に
つ
い
て

　

例
年
議
会
議
員
は
、
議
員
研
修

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
村
長
は

常
に
国
内
外
を
問
わ
ず
研
修
は

行
っ
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
し
、
議
場
で
も
答
弁
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
は
12
月
３
日
〜
５
日

（
３
日
間
）、
栃
木
県
那
須
野
ヶ
原

土
地
改
良
区
が
実
施
し
て
い
る
小

水
力
発
電
関
係
視
察
と
塩
谷
町
議

会
、
湧
水
の
郷
し
お
や
視
察
、
防

災
関
連
視
察
、
気
象
庁
研
修
を
行

う
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
徳
島
県
か
ら
相
良
村
議

会
を
研
修
に
参
っ
た
の
も
、
こ
の

様
な
事
か
ら
で
す
。
全
国
で
ど
こ

で
も
議
員
研
修
は
行
っ
て
い
ま

す
。
研
修
の
報
告
に
つ
い
て
は
次

回
の
議
会
だ
よ
り
で
報
告
致
し
ま

す
。

相良村上四浦地区の地域振興に関する要望書
【要望の趣旨】
　国、県、五木村による「今後の生活再建を協議する場」が設けられ、水没予定地として国が買収した
土地の利活用案についての検討も行われていると報じられておりますが、相良村におきましては、具体
的な動きはなく、相良村民とりわけ上四浦地区の住民は今後の生活に大きな不安を抱いております。
　このような情況を深くご理解いただき、五木村との均衡のとれた施策の実現、ダム建設予定地であり
ます上四浦地区住民の生活の安全安心のための施策を実現することが、ひいては相良村の地域振興の発
展につながるものと確信するものであります。

【要望の概要】
　一、上四浦地区の安全安心のための施策
　　１、川辺川右岸左岸の連絡橋である藤野橋の建設
　　２、中の原・山口地区の災害等緊急時の避難路の確保
　　３、分断された集落の生活基盤である上下水道の整備
　二、上四浦地区の活力のための施策
　　１、地域密着型キャンプ場の建設
　　　　～川辺川ダム建設予定地周辺の有効な利活用として
　　２、小水力発電施設の建設
　　　　～「再生可能エネルギー」による地域おこしの実現
　三、相良村の歴史文化遺産保存会の施策
　　・相良村歴史文化資料館の建設

～ダム建設計画により消滅・分断された地区の散逸した
貴重な遺産をはじめ村の文化遺産を収集・保存・公開する。 11月28日  要望書を小野県副知事に手渡した村長と議長
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私
は
、
や
は
り
、
村
の
指
導
者
は

海
外
に
は
行
く
べ
き
。
村
会
議
員
も
そ
の
中

の
一
つ
で
す
。
海
外
行
っ
た
ら
、
日
本
の
国

内
に
居
っ
て
、
井
の
中
の
蛙
で
、
わ
ー
わ
ー

言
う
よ
り
、
海
外
か
ら
見
た
や
つ
は
必
ず
プ

ラ
ス
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
良
さ
悪
さ
と
言

う
物
が
連
な
っ
て
き
ま
す
。
村
長
、
今
後
、

幹
部
職
員
は
海
外
研
修
に
出
し
て
ほ
し
い
。

変
わ
り
ま
す
。

一般質問

村
有
地
に
つ
い
て
、
川
辺
の
永
谷

の
現
状
は
。総務

課
長
平
成
21
年
度
の
調
査
で

判
っ
た
事
で
筆
界
未
定
地
も
あ
り
ま
す
。
私

も
現
場
は
確
認
し
て
居
ま
せ
ん
。
な
ぜ
筆
界

が
確
定
し
な
か
っ
た
、
そ
の
辺
を
遡
っ
て
調

査
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

旧
役
場
の
跡
、
沖
原
、
二
本
松
は

整
備
出
来
た
の
か
。

総
務
課
長
沖
原
、
二
本
松
は
登
記

完
了
の
状
況
で
す
。

利
水
事
業
は
農
家
の
た
め
に
計
画
さ
れ
た

の
で
は
な
か
っ
た
の
か

柳
瀬
２
地
区
を
含
め
て
今
後
も
推
進
す
る

答
弁

　

村
長

質
問

横山　良継議員

永
谷
の
物
件
は
処
分
す
れ
ば
。

総
務
課
長
登
記
が
出
来
て
い
な
い

の
で
処
分
出
来
ま
せ
ん
。

建
設
課
長
今
23
年
度
で
調
査
を

行
っ
て
お
り
、
委
託
し
登
記
完
了
に
向
け
て

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
に
利
水
事
業
で
す
が
、
こ
の
事

業
は
農
家
が
主
人
公
で
す
よ
。
こ
の
事
業
に

つ
い
て
い
け
ん
と
柳
瀬
の
２
地
区
か
ら
離
脱

表
明
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況

下
で
も
高
原
地
区
の
畑
は
な
ん
と
か
せ
ね
ば

い
か
ん
と
思
う
が
村
長
の
考
え
を
お
尋
ね
し

た
い
。

村
長
柳
瀬
の
２
地
区
を
含
め
て
今

後
と
も
利
水
事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

県
の
検
察
審
査
会
へ
上
告
を
し
て

い
ま
す
が
。村長

１
０
０
条
調
査
の
中
で
の
事

で
し
ょ
う
。
熊
本
地
検
で
の
不
起
訴
処
分
が

出
た
と
い
う
事
で
問
題
視
す
る
こ
と
は
無

い
。
村
づ
く
り
に
議
員
も
お
考
え
に
な
っ
て

下
さ
い
。こ

の
件
は
村
長
が
相
手
で
す
の
で

総
務
課
長
へ
尋
ね
た
い
。
総
務
課
長
の
予
算

書
の
決
裁
で
村
長
が
50
万
円
の
決
裁
を
し
な

か
っ
た
と
い
う
事
に
課
長
と
し
て
ど
う
思
う

か
。

総
務
課
長
決
裁
の
最
終
の
決
裁
で

の
判
断
で
す
。

ダ
ム
の
特
措
法
に
つ
い
て
、
四
浦

の
67
世
帯
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の

特
措
法
で
救
わ
れ
る
な
ら
と
考
え
た
次
第
で

す
。

村
長
上
四
浦
地
区
の
住
民
の
要
望

を
入
れ
て
議
員
と
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
き

た
い
。

村
道
平
原
十
島
線
に
つ
い
て
、
地

元
の
区
長
か
ら
何
回
と
な
く
要
望
が
上
が
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
う
で
す
か
、
予
定

時
期
は
。村

長
平
成
22
年
度
は
23
年
度
事
業

に
予
定
す
る
よ
う
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
廻
り
観
音
橋
が
取
り
つ
け
道
路
等
工
事

で
複
数
年
か
か
る
予
定
で
す
の
で
今
の
段
階

で
約
束
は
出
来
ま
せ
ん
。
チ
サ
ン
ゴ
ル
フ
場

所
か
ら
か
平
原
か
と
言
う
と
、
チ
サ
ン
ゴ
ル

フ
場
か
ら
先
に
取
り
組
み
た
い
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
所
の
設
置
に

つ
い
て
、
柳
瀬
地
区
の
老
人
か
ら
深
水
ま
で

行
き
き
ら
ん
、
柳
瀬
地
区
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
場
を
造
っ
て
ほ
し
い
と
言
う
事
で
す
。

村
長
河
川
敷
は
国
交
省
の
管
理
で

充
分
協
議
を
重
ね
て
検
討
し
た
い
。

政
を
た
だ
た

村
政
を
た
だ

政
を
た
だ

村村
政
村
政
村村村村村村村
政
を
た
だ

村村

すすすすす
! !! !! !! !! !! !!! !

村
政
を
た
だ
す
! !

村
政
を
た
だ
す
! !

村
政
を
た
だ
す
! !

質 

問

質 

問

質 

問

質 

問
質 

問

質 

問

質 

問
質 

問

質 

問
答 

弁
答 

弁

答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 

弁
答 

弁

村
長
の
海
外
研
修
の
内
容
と
成
果
に
つ
い

て
、
村
行
政
に
結
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
の
か

政
治
家
は
村
長
、
議
員
も
含
め
て
今
の
時

代
海
外
研
修
は
必
須

答
弁

　

村
長

質
問

堀川　金泰議員

質 

問
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奨
学
金
の
申
請
か
ら
決
定
に
つ
い

て
教
育
課
長
に
お
尋
ね
し
た
い
。

教
育
課
長
相
良
村
奨
学
金
資
金
の

貸
与
の
案
内
は
、
村
の
広
報
誌
に
よ
り
貸
与

金
額
等
を
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す
。
奨
学

金
選
考
委
員
５
名
に
諮
問
し
ま
し
て
決
定
し

ま
す
。

所
得
証
明
書
な
ど
を
委
員
さ
ん
が

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

教
育
課
長
選
考
す
る
中
で
奨
学
生

が
ど
こ
の
学
校
へ
行
か
れ
る
か
推
薦
書
、
所

得
に
つ
き
ま
し
て
は
農
業
所
得
、
事
業
所
得

色
々
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
委
員
さ
ん
の
方
に

は
報
告
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

奨
学
金
貸
与
の
基
準
で
す
が
、
所

得
証
明
な
ど
色
ん
な
こ
と
を
委
員
の
方
が

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
今
年
は
村
長
さ
ん
が
子
供

の
為
に
申
請
さ
れ
て
奨
学
金
が
決
定
し
た
と

風
の
噂
で
知
り
ま
し
た
の
で
村
長
に
お
尋
ね

し
た
い
。村

長
議
員
さ
ん
が
風
の
噂
で
一
般

奨
学
金
を
村
長
個
人
が
借
り
ら
れ
て
い
る
が

ど
う
い
う
こ
と
か

基
準
に
合
致
す
る
な
ら
ば
当
然
で
あ
る

一般質問

質
問
さ
れ
る
と
は
意
外
な
事
で
す
。
奨
学
金

の
採
用
基
準
に
合
致
す
る
な
ら
ば
当
然
採
用

さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
だ
と
い

う
事
で
す
か
、
村
民
の
大
半
は
村
で
高
額
な
給

料
を
村
長
は
貰
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
が

ほ
と
ん
ど
で
す
よ
。
経
済
的
理
由
の
言
葉
の
説

明
を
お
願
い
し
ま
す
。

村
長
経
済
的
理
由
、
村
長
は
高
額

と
申
し
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
村
民
の
方
へ

明
確
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
私
は
県
下
最
低

レ
ベ
ル
の
給
与
水
準
で
ご
ざ
い
ま
す
。

給
料
が
高
い
と
か
安
い
と
か
の
問

題
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
経
済
的
理
由
で
す
。

村
の
条
例
は
執
行
部
で
つ
く
り
就
学
が
困
難

な
者
に
本
来
な
ら
ば
村
長
が
広
め
る
の
が
こ

の
趣
旨
な
の
で
す
。

村
長
お
答
え
は
致
し
ま
す
が
、
質

問
の
趣
旨
が
理
解
で
き
な
い
で
す
よ
。
何
か
問

題
が
あ
り
ま
す
か
。

相
良
村
奨
学
金
貸
与
条
例
が
あ
り

ま
す
ね
。
条
例
・
規
則
が
あ
る
か
ら
言
っ
て

い
ま
す
が
、
で
は
決
裁
は
誰
が
す
る
の
で
す

か･･･

村
長
。

村
長
条
例
に
則
っ
て
村
長
も
職
員

も
や
っ
て
い
る
。
違
反
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

村
長
、
世
の
中
に
は
精
一
杯
働
い

て
ど
う
に
か
し
て
子
供
を
高
校
や
大
学
に
行

か
せ
よ
う
と
し
て
汗
水
流
し
て
働
い
て
お
ら

れ
申
請
ま
で
は
と
考
え
て
い
る
人
が
多
数
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
議
員
と
し
て
条
例
が
あ

る
か
ら
質
問
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
批
判
す

る
の
で
は
な
く･･･

。

農
地
災
害
・
復
旧
に
つ
い
て
申
請

者
へ
の
対
応
、
件
数
を
お
尋
ね
し
た
い
。

建
設
課
長
被
害
面
積
は
だ
い
た
い

９
㌶
で
ご
ざ
い
ま
す
。
申
請
件
数
は
51
戸
、
筆

数
に
直
し
ま
す
と
89
筆
で
今
現
在
の
件
数
で

す
。
今
後
測
量
が
終
了
後
で
該
当
し
な
い
場
合

が
出
て
参
り
ま
す
。
そ
の
分
に
つ
き
ま
し
て
は

未
だ
数
字
が
把
握
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

調
査
が
終
わ
っ
た
時
点
で
面
積
あ

た
り
が
出
て
く
る
と
い
う
事
で
農
地
災
害
が

か
か
る
よ
う
に
農
家
の
方
へ
色
ん
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
な
が
ら
一
生
懸
命
努
力
し
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

質
問

答
弁

　

村
長 村

長
議
員
の
皆
様
方
も
、
国
内
の

研
修
地
も
宜
し
い
で
す
が
、
海
外
に
研
修
さ

れ
て
私
は
良
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
よ
く
研

修
か
観
光
か
と
言
わ
れ
ま
す
が
研
修
と
観
光

と
言
う
の
は
あ
る
意
味
で
は
紙
一
重
で
す
。

そ
の
人
の
意
識
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
変
わ
る

も
の
で
す
。
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
首
長
、

村
長
、
そ
う
い
っ
た
立
場
に
あ
る
人
は
海
外

に
可
能
な
限
り
で
る
チ
ャ
ン
ス
を
掴
ん
で
頂

き
た
い
、
そ
の
よ
う
に
私
は
考
え
て
居
る
と

こ
ろ
で
す
。
そ
う
遠
く
な
い
海
外
ぐ
ら
い
は

気
安
く
行
く
位
の
行
動
力
、
力
量
が
必
要
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
居
る
と
こ
ろ
で
す
。
職

員
を
含
め
て
そ
う
い
っ
た
機
会
を
作
っ
て
行

き
た
い
と
私
は
思
っ
て
居
り
ま
す
。

答 
弁

洪水時（７月12日）雨宮付近

質 

問

質 

問
質 

問

答 

弁

答 

弁
答 

弁

質 

問

質 

問
中 

村

質 

問
質 

問
質 
問

答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 
弁

中村　重道議員
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一般質問

答
弁
に
、
重
み
が
な
い
。

村
長
肝
に
銘
じ
て
聞
い
た
次
第
で

す
。

議
会
の
重
み
を
感
じ
る
よ
う
な
回
答

を
頂
き
た
い
。
今
後
の
対
策
は
。

建
設
課
長
水
質
日
本
一
を
守
っ
て
い

く
為
に
も
、
郵
送
に
よ
る
啓
発
等
行
う
と
共

に
接
続
へ
の
理
解
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
、
ど
の
様
な
対
策
、
取
り
組
み
が
必
要
か
今

後
検
討
し
た
い
。

合
併
浄
化
槽
に
全
額
補
助
の
所
も
在

る
と
か
、
参
加
す
る
場
合
の
負
担
が
重
荷
で
は

な
い
か
。
収
め
る
方
法
を
分
割
と
か
。

村
長
水
質
日
本
一、六
年
連
続
。
住

環
境
の
向
上
、
様
々
な
面
も
含
め
合
併
浄
化
槽

に
つい
て
、
補
助
割
合
を
含
め
検
討
し
た
い
。

七
月
の
水
害
後
、
棚
場
瀬
地
区
か
ら

冠
水
農
地
を
国
交
省
に
買
い
上
げ
を
の
要
望

に
、
村
長
は
。

村
長
農
家
か
ら
の
要
望
、
県
・
国
に

対
し
て
農
家
の
意
向
を
伝
え
る
。

村
内
で
他
に
も
、
被
害
が
あ
っ
た
。

地
元
農
家
か
ら
言
っ
て
来
た
か
ら
の
取
り
計
ら

い
か
。

村
長
農
家
の
意
向
で
県
・
国
に
要
望

で
動
い
た
。
候
補
地
で
あ
げ
る
こ
と
は
在
る
か

も
し
れ
な
い
が
。

他
に
候
補
地
と
し
て
、
考
え
て
い
る
の

か
。

村
長
国
交
省
の
問
い
に
、
非
公
式
で

答
え
た
。
今
回
は
地
元
の
要
望
に
応
え
る
形
。

鳥
越
墓
地
の
参
道
改
良
で
、
村
長
と

検
討
す
る
。
そ
の
後
は
ど
う
な
って
い
る
か
。

総
務
課
長
そ
の
後
、
具
体
的
な
検

討
は
入
って
い
な
い
。

三
石
錦
線
・
並
木
の
公
民
館
か
ら
の

交
差
点
そ
の
ま
ま
か
。

建
設
課
長
警
察
と
協
議
し
た
が
、

交
差
点
の
擦
り
付
け
の
み
の
改
良
、
三
石
・
錦

線
の
改
良
も
必
要
。

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
村
長
の
考
え
は
。

村
長
節
電
意
識
を
高
め
る
こ
と
。
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
に
退
庁
。
発
電
装
置
と
し
て
国
の

推
進
事
業
で
体
育
館
の
上
に
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

を
設
置
の
方
向
で
要
望
。
１
０
０
％
の
補
助
で

す
。

監
査
で
も
指
摘
、
電
気
料
金
増
、
体

育
館
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
、
ほ
か
に
学
校
と
か
考
え
な

い
か
。

村
長
電
球
だ
け
で
な
く
学
校
施
設

の
改
修
等
も
含
め
考
え
た
い
。

水
路
を
活
用
し
た
小
水
力
発
電
の
考

え
は
な
い
か
。
水
量
と
農
業
利
水
と
検
討
し
な

が
ら
。

村
長
水
路
の
利
用
に
は
土
地
改
良

区
と
組
合
と
の
協
議
が
必
要
。
具
体
的
に
検

討
、
協
議
を
す
る
時
期
が
来
る
の
で
は
な
い
か
。

利
水
ア
ン
ケ
ー
ト
、
議
場
で
虚
偽
の

回
答
。

村
長
六
月
定
例
会
で
ア
ン
ケ
ー
ト
取

る
と
言
って
、
取
ら
な
か
っ
た
。
お
詫
び
を
。

議
会
で
、
嘘
を
言
って
い
い
ん
で
す
か
。

本
当
に
屈
辱
で
す
。

村
長
造
成
地
は
取
っ
た
。
議
会
に
報

告
し
て
い
な
け
れ
ば
、
後
ほ
ど
報
告
を
。（
現

在
報
告
な
し
）

新
た
な
水
源
で
国
営
の
方
向
は
見
出

せ
た
か
。
迷
っ
た
ま
ん
ま
か
。

村
長
確
定
的
な
結
論
は
ま
だ
。

五
年
近
く
そ
の
ま
ま
。
水
は
届
け
る

と
言
っ
た
こ
と
は
守
って
頂
か
な
い
と
。

村
長
例
会
ご
と
に
同
じ
質
問
。
進

む
こ
と
が
出
来
な
い
厳
し
い
局
面
。

回
答
が
あ
っ
た
ら
、
次
に
進
み
ま
す
よ
。

再
開
の
メ
ド
は
。

村
長
進
め
な
い
。

解
散
は
決
議
・
事
業
組
合
の
運
営
と

方
向
に
つい
て
、
同
文
決
議
の
話
し
合
い
は
。

村
長
今
年
度
中
に
解
散
す
る
方
向

で
、同
文
決
議
が
必
要
。
詳
細
な
日
程
は
未
だ
。

次
の
段
階
に
入
る
べ
き
。
利
水
事
業

を
放
置
し
な
い
で
、
届
け
る
と
言
っ
た
。
約
束

は
守
る
事
。村

長
農
家
の
申
請
事
業
、
皆
様
方

に
早
く
届
け
た
い
。

農
業
排
水
問
題
・
現
在
の
接
続
状
況

は
。

建
設
課
長
八
月
末
現
在
中
四
浦
91
・

７
％
、
下
四
浦
63
・
２
％
、
川
辺
51
・
５
％
、

深
水
69
・
５
％
、
柳
瀬
59
・
７
％
、
公
共
施
設

を
除
く
接
続
率
は
全
体
で
59
・
５
％
。

昨
年
十
二
月
定
例
会
回
答
の
中
で
、

来
春
に
は
接
続
し
た
い
。

村
長
来
春
以
降
、
今
年
度
中
に
。

今
は
秋
で
す
よ
。
言
っ
た
事
は
守
っ
て

貰
い
た
い
。
議
会
で
い
い
加
減
な
事
を
言
っ
て
は

議
会
で
の
回
答
は
確
実
に
、
守
っ
て
も
ら

い
た
い

肝
に
銘
じ
て
聞
い
た
次
第
で
す

答
弁

　

村
長

質
問

質 

問

質 

問

質 

問

質 

問
質 

問
質 

問
質 

問
質 

問

質 

問
質 

問
質 

問
質 

問

質 

問
質 

問
質 

問
質 

問
質 

問

質 

問
質 

問
質 

問
答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 

弁

答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁

答 

弁
答 

弁
答 
弁

答 

弁

答 
弁

答 

弁
答 

弁
答 

弁

答 

弁
答 

弁
答 

弁

茂吉　隆典議員
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〈
相
良
大
橋
事
故
に
つ
い
て
〉

職
員
の
相
良
大
橋
事
故
に
つ
い
て
二
年

数
ヶ
月
経
過
し
て
い
る
が
、
現
在
の
状
況
は
。

ま
た
役
場
独
自
の
調
査
は
さ
れ
た
の
か
。

村
長
役
場
と
し
て
一
定
の
調
査
は
し

ま
し
た
。産

業
振
興
課
が
相
良
大
橋
に
幟の
ぼ
り
ば
た旗を

設
置
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
村
長
は
許
可
を

出
し
て
い
る
の
か
。

村
長
許
可
は
取
って
い
な
い
。

橋
の
管
理
者
（
村
長
）
の
許
可
が
必

要
で
は
。総

務
課
長
村
長
に
設
置
の
報
告
は
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
相
良
大
橋
の
事
故
は
公
務
災
害

に
当
た
ら
な
い
の
か
。
公
務
災
害
に
つ
い
て
は
任

命
権
者
の
意
見
を
付
す
と
な
って
い
る
の
で
は
。

村
長
任
命
権
者
が
具
申
す
る
こ
と

は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
問
題
は

判
定
不
能
に
あ
り
具
申
で
き
な
い
。

〈
給
食
費
改
正
に
つ
い
て
〉

給
食
費
改
正
に
つ
き
給
食
運
営
委
員

会
の
協
議
内
容
は
。

教
育
長
助
成
を
３
割
と
言
う
こ
と
で

話
を
し
て
、
審
議
を
し
て
頂
き
決
定
頂
き
ま
し

た
。
委
員
さ
ん
か
ら
の
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

〈
チ
ッ
ソ
導
水
路
に
つ
い
て
〉

チ
ッ
ソ
導
水
路
、
家
の
下
を
通
っ
て
い

る
所
も
あ
り
、
村
民
の
方
の
不
安
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
チ
ッソ
は
導
水
路
の
安
全
に
つい
て
、一

年
に
一
度
は
点
検
を
し
て
村
と
議
会
に
報
告
を

し
て
頂
き
た
い
。

村
長
導
水
路
の
安
全
性
の
方
は
チ
ッ

ソ
の
責
任
で
す
の
で
報
告
の
申
し
入
れ
は
出
来

ま
す
。

〈
柳
瀬
地
区
簡

易
水
道
施
設
に

つ
い
て
〉柳

瀬
地

区
簡
易
水
道
が

夏
場
あ
つ
く
な

る
こ
と
に
つ
い
て
、

昨
年
12
月
に
質

問
し
ま
し
た
が
、
現
状
把
握
を
し
て
検
討
す
る

と
の
事
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
経
過
は
。

建
設
課
長
施
設
の
設
計
業
者
と
対

応
策
に
つ
い
て
協
議
を
し
て
お
り
ま
す
。
水
の

滞
留
に
よ
り
水
温
が
上
が
る
の
が
原
因
の一つ
だ

と
思
い
ま
し
て
、
配
水
地
の
流
量
の
上
限
水
を

下
げ
て
お
り
ま
す
。他
に
圧
力
調
整
器
の
調
整
、

ド
レ
ン
の
開
放
の
調
整
な
ど
に
よ
り
、
新
村
地

区
、
十
島
地
区
に
協
力
を
い
た
だ
い
て
水
温
調

査
を
行
い
、
現
在
の
状
態
に
な
って
お
り
ま
す
。

健
康
被
害
が一番
心
配
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
早
急
な
対
応
を
し
て
い
た
だ
き
、
有
難
く

思
い
ま
す
。

（
他
の
質
問
）

　

四
浦
に
カ
ス
ミ
桜
見
つ
か
る
、
村
内
の
い
じ
め

に
つい
て
行
い
ま
し
た
。

〈
選
挙
公
約
で
２
社
企
業
誘
致
と
あ
る
が
〉

村
長
は
選
挙
の
時
、
２
社
誘
致
企

業
を
言
わ
れ
た
企
業
と
は
。

村
長
１
社
は
フ
ー
ド
ワ
ー
ク
ス
、

も
う
１
社
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
食
材
を

販
売
し
た
り
、
学
校
給
食
に
入
っ
て
い
る
会

社
で
す
。

〈
村
有
林（
山
本
地
区
）の
払
い
下
げ
に
つ
い

て
〉

総
務
課
長
申
請
者
と
総
務
課
で
協

議
を
重
ね
た
結
果
、
村
の
説
明
不
足
と
村
の

管
理
不
足
と
い
う
事
で
補
償
金
と
し
て
支

払
っ
た
と
い
う
事
で
す
。

〈
職
員
が
災
害
に
あ
っ
た
場
合
の
村
の
対
応

は
〉

公
務
災
害
認
定
に
つ
い
て
、
村
長

に
何
か
意
見
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
で
す

か
。

村
長
ど
の
様
な
状
況
で
事
故
が
お

き
た
の
か
等
聞
か
れ
た
。
余
り
申
し
上
げ
た

く
な
い
で
す
。
責
任
回
避
で
な
く
。
私
は
特

別
職
で
村
長
だ
か
ら
良
い
で
す
よ
。
職
員
に

今
聞
い
て
何
に
な
る
の
で
す
か
。

相
良
村
大
災
害
発
生
の
当
日
、
出
張
し
た

の
は
な
ぜ
か

夏
場
あ
つ
く
な
る
柳
瀬
地
区
簡
易
水
道
の

そ
の
後
の
経
過
は

村
長
と
し
て
電
話
も
携
帯
も
世
界
中
ど
こ

に
い
て
も
通
じ
る

圧
力
調
整
器
の
調
整
、
ド
レ
ン
の
調
整

等
を
行
っ
て
お
り
ま
す

答
弁

　

村
長

答
弁

　

建
設
課
長

質
問

質
問

質 

問

質 

問
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質 

問
質 

問

質 

問
質 

問
質 

問
答 

弁
答 

弁

答 
弁

答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 

弁

柳瀬地区簡易水道施設

吉松　美代議員

質 
問

質 

問

答 

弁

答 

弁
答 

弁

黒木　正照議員
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相良村議会　12月定例会のお知らせ
　12月定例会は、12月中旬頃の開催予定です。皆様の傍聴をお待
ちしております。

インターネット録画映像開始
（翌日から見られます）

　相良村議会では、以前よりインターネット上や役場村民ホールの
テレビにおいて、議会ライブ中継を実施しておりましたが、利用者
からの『いつでも見られるようにしてほしい』との要望を受け、映
像の録画配信を12月１日から実施することになりました。本会議
日の（※）翌日18時より休憩分のみをカットしたものを録画配信
いたします。
　併せて、平成24年分の定例会並びに臨時会の記録もご覧いただ
けますので、ぜひ、そちらもご利用下さい。
（※本会議日が金曜日の場合は、翌営業日の18時となります。）

相良村ホームページ
http://www.vill.sagara.lg.jp/　からお入り下さい。
相良村ホーム　>　相良村議会　>　相良村議会 議会中継システム
詳細につきましては、議会事務局までお尋ね下さい。

（事務局　直通３５－１０３８）

　

こ
の
一
般
質
問
を
掲
載
す
る
に
あ
た
り
、

全
議
員
に
原
稿
の
提
出
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ

こ
に
登
載
さ
れ
た
以
外
の
議
員
の
方
か
ら
は
、
原
稿
の
提
出

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

村
民
の
皆
さ
ま
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
ご
了

承
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
村
長
の
研
修
に
つ
い
て
〉

村
長
サ
ミ
ッ
ト
参
加
に
つ
い
て
お

聞
き
し
ま
す
。
熊
本
県
内
の
町
村
長
さ
ん
は

何
名
参
加
だ
っ
た
の
か
。
期
日
は
。

村
長
熊
本
県
か
ら
は
相
良
村
か
ら

一
人
。
期
日
は
７
月
14
・
15
日
。
長
野
県
の

木
島
平
村
で
あ
り
ま
し
た
。
出
発
は
13
日
の

夕
方
か
14
日
の
朝
だ
っ
た
か
覚
え
て
お
り
ま

せ
ん
。

13
日
に
出
発
さ
れ
て
い
る
村
長
の

姿
を
見
て
お
ら
れ
た
方
が
居
ま
す
。
そ
の
日

の
相
良
村
は
、
熊
日
、
人
吉
新
聞
に
書
い
て

あ
る
様
に
、
四
浦
の
椎
葉
集
落
は
、
救
助
を

必
要
と
さ
れ
て
い
た
日
で
あ
り
、
水
害
で
被

害
に
あ
わ
れ
た
方
は
が
れ
き
の
処
理
に
追
わ

れ
て
お
ら
れ
た
相
良
村
だ
っ
た
の
で
す
。
13

日
の
夜
か
ら
出
張
に
出
掛
け
た
事
に
、
村
長

と
し
て
の
責
任
は
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
ん
か
。村

長
私
が
13
日
東
京
に
戻
っ
た
事

が
、
私
が
村
長
と
し
て
対
応
出
来
な
い
様
な

状
況
に
あ
っ
た
ら
と
も
か
く
電
話
も
携
帯
も

世
界
中
ど
こ
に
い
て
も
通
じ
ま
す
。

上
に
立
つ
村
長
の
答
弁
と
し
て
は
情

け
な
い
。
相
良
村
が
災
害
が
起
き
て
、
被
害
に

あ
っ
た
方
の
悩
み
は
１
日
で
は
解
消
し
ま
せ

ん
。
相
良
村
が
災
害
に
あ
っ
た
時
に
、
村
長
は

研
修
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。融
通
の
き
か
な
い
研
修
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
研
修
は
村
を
犠
牲
に
す
る
く
ら
い
参
加
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
修
か
。
町
村
長
サ
ミ
ッ

ト
の
事
務
局
に
連
絡
を
と
り
、
私
も
一
人
の
村

民
と
し
て
検
証
し
ま
す
。

　

今
回
の
海
外
研
修
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま

す
。
村
長
は
海
外
研
修
に
行
か
れ
最
終
日
の
４

日
目
は
１
人
で
単
独
行
動
を
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね
。
そ
れ
は
事
実
で
す
か
。

村
長
恐
ら
く
そ
の
質
問
が
来
る
だ

ろ
う
と
思
っ
て
居
ま
し
た
け
れ
ど
も
自
由
行

動
と
言
う
時
間
帯
で
単
独
行
動
を
と
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
事
実
で
す
。

〈
時
間
外
手
当
問
題
に
つ
い
て
〉

時
間
外
が
多
い
原
因
を
各
課
長
に

お
尋
ね
し
ま
す
。

総
務
課
長
①
大
雨
に
よ
る
警
報
発

令
に
よ
る
待
機
。
電
算
機
器
情
報
通
信
機
器

の
シ
ス
テ
ム
変
更
の
立
ち
会
い
。

建
設
課
長
警
報
発
令
に
伴
う
待

機
。
東
北
地
方
の
地
震
の
人
的
支
援
。

税
務
課
長
毎
週
水
曜
日
の
収
納
、

相
談
窓
口
延
長
業
務
と
夜
間
徴
収
。

保
健
福
祉
課
長
介
護
料
・
保
育
料

等
の
夜
間
徴
収
事
務
が
主
な
も
の
。

産
業
振
興
課
長
中
山
間
関
係
、
営

農
生
産
組
合
、
営
農
座
談
会
、
東
北
地
方
の

人
的
支
援
。教

育
課
長
郡
県
民
体
育
祭
、
村
文

化
祭
、
い
け
ば
な
教
室
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
員

の
夜
の
役
員
会
な
ど
。

村
長
４
・
５
年
前
か
ら
電
気
代
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
電
気
代
は
徹
底
し
て

管
理
す
る
様
私
か
ら
も
指
導
し
ま
す
。

残
業
、
電
気
料
に
つ
い
て
は
今
後

追
求
し
質
問
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

質 
問

質 

問

質 

問

吉 

松

質 

問

答 

弁

答 

弁

答 

弁

答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁
答 

弁
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第77回　町村議会広報研修会
日時：平成24年10月29日（月）～30日（火）
場所：シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館会議室）
主催：全国町村議会議長会

研修内容：議会広報「誌」はほんとうに必要か？
　　　　　半沢　幹一氏（共立女子大学文芸学部教授）

　　　　　対話と活力ある議会広報のために
　　　　　　～編集・レイアウトのキーポイント
　　　　　吉村　　潔氏（エディター、（株）メディアブレーン代表取締役）

　　　　　議会広報紙の撮影方法と表現方法
　　　　　～議会だよりの撮影方法は市民の笑顔からテーマを表現します～
　　　　　川西　正幸氏（日本写真家協会会員）

　　　　　議会広報クリニック
　　　　　　第１分科会　吉村　　潔氏（エディター、（株）メディアブレーン代表取締役）
　　　　　　第２分科会　芳野　政明氏（編集・出版アドバイザー）
　　　　　　第３分科会　深沢　　徹氏（広報コンサルタント）

広 研 報報 修 告

　初日は、議会広報「誌」はほんとうに必要か？について
　対話と活力ある議会広報のために、議会広報誌の撮影方法と表現方法についての
講義であった。
　そのなかで、一般質問のスペースのとりかたとして議員一人一人同じスペースを
取る必要は無い事、また内容は読み手に必要な内容を優先して載せること、大人の
内容だけでなく、子どもの興味をそそる内容を載せる工夫も大事であるとのこと、
写真及び文章の配列、写真の大きさ等の説明に納得する内容ばかりであったが、い
ま一番大事なことは、村民の方に手を取ってもらえるような表紙にする努力が必要
とのことである。
　二日目については、予算については内容を表で示すと理解しやすい事、一般質問
の見出しは２段３段にしても良い事、タイトルは人の心に響く言葉にする事、イン
ターネットに接続しやすい表示をする事、難しい用語には別枠で説明書きをする事
など、とても貴重な研修であった。

広報委員
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　利用者主体を施設運営の基本方針とし、利用者の社会的
自立を目指しながら福祉的就労の場を提供し、利用者が日
中活動の場として充実した時間を過ごせるよう努めます。
施設では菌床椎茸栽培を主に行っています。

作業風景 食堂・休憩室 避難訓練・レクレーション

【
議
会
広
報
編
集
委
員
会
】

　

委
員
長　
　

吉
松　

美
代

　

副
委
員
長　
　

黒
木　

正
照

　

委　
　

員　
　

中
村　

重
道

　
　
　
　
　
　
　

小
善　

満
子

　
　
　
　
　
　
　

茂
吉　

隆
典

議会だよりでは、随時、村内施設を紹介したいと思っております。取材でおじゃまする際は、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

　

ひ
と
雨
ご
と
に
寒
さ
が
身
に
し
み
る

季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　

開
か
れ
た
議
会
を
め
ざ
し
、
出
来
る

限
り
の
情
報
を
発
信
し
て
き
ま
し
た
。

議
会
だ
よ
り
を
村
民
の
皆
様
に
あ
り
の

ま
ま
伝
え
ら
れ
て
き
た
事
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。
残
り
の
議
会
だ
よ
り

も
真
実
を
モ
ッ
ト
ー
に
ご
愛
読
い
た
だ

け
る
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。
今

年
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
風
邪
な
ど
ひ
か
れ
ま
せ
ん
様
に
ご

自
愛
下
さ
い
。
一
年
を
通
し
議
会
に
対

し
ま
し
て
、
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た

事
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
う

ぞ
皆
様
良
い
お
年
を
お
迎
え
下
さ
い
。

黒
木　

正
照

相良南小学校 相良北小学校


